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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成24年12月6日(2012.12.6)

【公表番号】特表2012-507837(P2012-507837A)
【公表日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【年通号数】公開・登録公報2012-013
【出願番号】特願2011-535110(P2011-535110)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｈ  13/52     (2006.01)
   Ｈ０１Ｈ  13/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｈ  13/52    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｈ  13/02    　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月16日(2012.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１および第２の起動ボタン（１０２，１０４）と係合するように構成された、ユーザ
により操作可能な電気スイッチ（１００）であって、
　ハウジング（１０６）と、
　第１の導体（１１６’，１１６''）および第２の導体（１１８’，１１８''）を有する
少なくとも１組の導体（１１４’，１１４''）と、
　導体（１１６’，１１６''，１１８’，１１８''）が電気的に接続されたオンスイッチ
位置と、電気的に接続されないオフスイッチ位置との間を移動できる起動部品（１１２）
とを備え、
　起動部品（１１２）の外側表面（１２０）が１組の第１の保持表面（１２２）および１
組の第２の保持表面（１２４）を有し、
　第１の保持表面（１２２）は、第１の起動ボタン（１０２）により形成された対応する
第１の係合表面（１３６）と係合することにより、起動部品（１１２）に対して第１の起
動ボタン（１０２）を保持するように構成され、
　第２の保持表面（１２２）は、第２の起動ボタン（１０４）により形成された対応する
第２の係合表面（１２６）と係合することにより、起動部品（１１２）に対して第２の起
動ボタン（１０４）を保持するように構成され、
　第１の係合表面（１３６）と第２の保持表面（１２４）とが係合することにより、第１
の起動ボタン（１０２）が起動部品（１１２）に対して保持されないように、第１および
第２の保持表面（１２２，１２４）は互いに対して配置され、
　第２の係合表面（１２６）と第１の保持表面（１２２）とが係合することにより、第２
の起動ボタン（１０４）が起動部品（１１２）に対して保持されないように、第１および
第２の保持表面（１２２，１２４）は互いに対して配置されることを特徴とする電気スイ
ッチ。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気スイッチであって、
　第１の保持表面（１２２）および第２の保持表面（１２４）は、半径方向、並進方向、
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または円周方向における異なる位置に配置されることを特徴とする電気スイッチ。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の電気スイッチであって、
　外側表面（１２０）の第１の保持表面（１２２）は第１の半径を有する円弧を形成し、
　外側表面（１２０）の第２の保持表面（１２４）は第２の半径を有する円弧を形成し、
　第１の半径と第２の半径とは異なることを特徴とする電気スイッチ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか１に記載の電気スイッチであって、
　起動部品（１１２）は、第１の保持表面（１２２）を形成する半径方向に延びる突起部
（１３０）を有することを特徴とする電気スイッチ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１に記載の電気スイッチであって、
　第２の係合表面（１２６）を形成する方向に延びる係合部材（１２８）を有することを
特徴とする電気スイッチ。
【請求項６】
　請求項５のいずれか１に記載の電気スイッチであって、
　第２の起動ボタン（１０４）が起動部品（１１２）に取り付けられたとき、並進方向に
延びる係合部材（１２８）は、半径方向に延びる突起部（１３０）の間に形成された空間
内に配置されることを特徴とする電気スイッチ。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか１に記載の電気スイッチであって、
　第１および第２の起動ボタン（１０２，１０４）の少なくとも一方は、起動部品（１１
２）に取り付けられたとき、起動部品（１１２）に対向する開口部（１４２）を含むキャ
ビティを有することを特徴とする電気スイッチ。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１に記載の電気スイッチであって、
　起動部品（１１２）に取り付けられる第１および第２の起動ボタン（１０２，１０４）
の少なくとも一方の起動ボタン内で発光するように構成された発光部品（１４４）を有す
ることを特徴とする電気スイッチ。
【請求項９】
　請求項８に記載の電気スイッチであって、
　発光部品（１４４）は、起動部品（１１２）の位置に関係なく、ハウジング（１０６）
に対して同一の位置に維持されることを特徴とする電気スイッチ。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の電気スイッチであって、
　起動部品（１１２）に取り付けられた一方の起動ボタン（１０２，１０４）のキャビテ
ィ（１４０）内で発光させるとともに、起動部品（１１２）をオンスイッチ位置とオフス
イッチ位置との間で移動させることができるように、発光部品（１４４）を起動ボタン（
１０２，１０４）に対して配置することを特徴とする電気スイッチ。
【請求項１１】
　請求項１～１０のいずれか１に記載の電気スイッチ（１００）に用いられる起動ボタン
（１０２，１０４）。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１に記載の起動ボタン（１０２，１０４）と、請求項１～１
２のいずれか１に記載の電気スイッチ（１００）との組み合わせ。
【請求項１３】
　請求項１～１２のいずれか１に記載の起動ボタン（１０２，１０４）と、請求項１～１
２のいずれか１に記載の電気スイッチ（１００）とを有するキット。
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